
（様式第 1)

（受付番号）

疑義照会（回答）票

照会日

照会部署名

照会担当者 7シスタントインストうりター
連絡先

メールアドレス

I業務実施部署の長の確認 I谷田部祐一

プ切り本部受付番号 No.2010—115 本部受付番号 No.2010-1239 

※ 受付番号は、ブロック本部及び品質管理担当部署において記入します。

（案件）

在宅勤務者における交通費にかかる報酬の取扱いについて

（照会に係る諸規定等の名称、条文番号）

（例）

厚生年金保険法 第三条第一項第三号

（内容）

在宅勤務者で毎月 2日程度、本社に出勤することになっている。本社出勤に

要した交通費については、一ヶ月分をまとめて翌月に本社へ請求し、後日、本

人の口座に振り込まれる（会社の給与規程等の定めは無い）。出張等の実費弁

済は旅費として報酬には含めないこととされているが、自宅と会社の間におけ

る交通費は実費弁済といえども報酬に含まれるのではないか。

く対応案＞

古い資料ですが、「健康保険質疑応答集」（ぎょうせい発行 監修 社会保険

庁運営部保険指導課）にある「通勤手当の取扱いについて」によると、「通勤

費の支出によって家計が圧迫されないように、通勤費に伴う費用を、事業主が

補てんしているものですから、当然、労務の対償として支給されるものと解さ

れ、また、通勤手当が支給されない場合は、被保険者は、他の収入から通勤費

を負担しなければならないので、通勤手当の支給は、被保険者の利益にもなっ

ている。したがって、報酬の中に含めるべきである。」との説明内容から見て

も報酬に含めるべきであると思料します。



（ブロック本部回答）

在宅勤務者の主たる勤務地はあくまで自宅であり、本社に赴く事が常態の勤

務地ではないため報酬に含めないものと思料しますが、諸規定等に明確なもの

がないため、本部へ照会します。

（本部回答）

回答日 平成22年 12月20日

回答部署名 南関東ブロック本部適用徴収支援部

厚生年金適用支援グループ

回答作成者 マこュアルインストうりター （グループ長）川合 満男

連絡先

メールアドレス

所属部署の長の確認 今泉礼三

出張等の旅費は実費弁済として報酬には含めないことになる。労働契約の内

容や報酬の支払等により本社出勤が出張とされるならば、この交通費は実費弁

済となり報酬に含めない。通勤とされているならば通勤手当として報酬とな

る。

回答日 平成22年 12月28日

回答部署名 厚生年金保険部適用企画指導グループ

回答作成者

連絡先
メールアドレス

主管担当部署の長の確認

（軽微なものについてはグループ長）
山上
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